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★やむなくご本人が来庁できない場合は、２ページをお読みください。 

－1－ 

個人番号カードのご用意ができました。 
カードの受取りは、年齢問わず(0歳児～)ご本人様にご来庁願います。 

 
交付場所：八戸市庁本館１階 市民課（低い方の庁舎） 

交付時間：平日８時３０分から１８時まで        詳しくは、 

土曜８時３０分から１２時まで        同封の別紙をご覧ください 

ご本人来庁の場合、ご準備いただく書類（すべて原本をご準備ください） 

①本人確認書類 

 ・３ページ一覧より、「ア」から１点または「イ」から２点。 

②同封のはがき（個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書） 

  ・はがき裏面の「回答書」欄に、記入日・住所・氏名を記入して 

ください。 

③このお手紙 

  ・４ページ〈暗証番号記入欄〉に、記入してください。 

④通知カード 

  ・以前に個人番号をお知らせしました緑色のカードです。 

  ・紛失された方は、窓口でお申し出ください。 

⑤住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

  ・マイナンバーカードの交付と引き換えで、回収させていただきます。 

 

◆１５歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人が同行してくださ 

い。 

  ・法定代理人の方の本人確認書類（３ページ参照）と、代理権の確認書 

類(※)の準備もお願いします。 

   ※15歳未満の方は戸籍謄本、成年被後見人は登記事項証明書です。なお、 

本籍が八戸市にある場合や、本人と法定代理人が同一世帯である場合は、 

戸籍謄本は不要です。 
 

◆個人番号カードの再交付を受ける方は、現在お持ちの個人番号カードを 

お持ちください。無い場合は有料となります。 

※カードの受取りは予約制になります。詳しくは同封の別紙をご覧ください。※ 

要予約 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2－ 

やむなくご本人が来庁できない場合 
ご本人が病気・障害・長期出張・未就学児、また感染症防止のため来庁

できない場合に限り、代理人の方へ交付いたします。その場合、ご準備い

ただく書類が通常と異なります。ご注意ください。 

代理人が受取る場合に、ご準備いただく書類 

  ★ここでは、「ご本人」はカード受取りのため来庁できない方を示します。 
また、すべて書類は原本をご準備ください。 
 

①ご本人が来庁できないことを証明する書類 

 ・入所証明書、診断書、障がい者手帳 等 

・新型コロナウイルス感染症の感染防止のため外出を自粛している  

場合は、その旨を⑤のはがきの余白に、ご本人が記入してください 。  

②代理権の確認書類 

 ・⑤のはがきの委任状欄を、ご本人が記入してください。 
・法定代理人の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書など資格を証明す 

る書類。 

・なお、本籍が八戸市にある場合や、ご本人と法定代理人が同一世帯 
である場合、戸籍謄本は不要です。 

 ③ご本人の本人確認書類原本 

  ・３ページ一覧より、「ア」から２点または「ア、イ」から１点ずつ、  
   もしくは「イ」から３点（うち１点は顔写真付き）。 

 ④代理人の本人確認書類 

  ・３ページ一覧より、本人確認書類２点（うち１点は顔写真付き） 

⑤同封のはがき（個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書） 

  ・はがき裏面の「回答書」「委任状」「暗証番号」欄を、ご本人が記入し 
てください。 

  ・「暗証番号」欄は記入後、目隠しシールを貼ってください。 

⑥通知カード 
  ・以前に個人番号をお知らせしました緑色のカードです。 
  ・紛失された方は、窓口でお申し出ください。 

⑦住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

  ・マイナンバーカードの交付と引き換えで、回収させていただきます。 
 
◆個人番号カードの再交付を受ける場合は、現在お持ちの個人番号カード 
をお持ちください。無い場合は有料となります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－ 

ア 

・運転免許証 

・運転経歴証明書 

(H24.4.1以降のもの) 

・住民基本台帳カード(顔写真あり） 

・パスポート 

・身体障害者手帳（顔写真あり） 

・愛護（療育）手帳（顔写真あり） 

・精神障害者保健福祉手帳  

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・一時庇（ひ）護許可書 

・仮滞在許可書 

・個人番号カード 

イ 

・健康保険証 

・診察券 

・介護保険証 

・後期高齢者医療保険者証 

・住民基本台帳カード（顔写真なし）  

・印鑑登録証  

・年金手帳、各種公的年金証書   

・生活保護受給証明書 

 （生活福祉課で無料発行） 

・医療受給者証 

・児童扶養手当証書 

・母子健康手帳 

・学生証 

・八戸市発行の高齢者及び障害者特別 

乗車証（バス券）※ハチカを除く 

・検定合格証（技能講習修了証含む） 

・法人が発行した身分証（社員証など） 

・官公署が発行する職員の身分証明書 

・官公署が発行する資格証明書等  

・学資保険の保険証書 

・住民票コード通知書 

・個人番号カード顔写真証明書 

  （以下参照） 

<本人確認書類一覧 > 
・原本をご準備ください。コピーや有効期限が切れたものはご利用いただけません。 

 また、「イ」の書類は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの 

をご準備ください。 

 

◎長期入院・施設入所・在宅介護者又は１５歳未満の方で、顔写真付き証明書をお持ちで無い場合  

長期入院・施設入所：ご本人の印刷された写真が添付された施設長(又は 
在宅介護者    ケアマネジャー等)作成の証明書の提出をお願いします。 

 

１５歳未満の方：ご本人の印刷された写真が添付された法定代理人 

作成の証明書の提出をお願いします。 
 

様式は、市民課へお問い合わせください。（市ＨＰへの掲載も有） 



< 暗 証 番 号 記 入 欄 > 
・③と④の暗証番号は、必ず記入してください。なお、①と②はカード申請 

時に不要とした方については、記入しないでください。  
・②、③、④は同じ暗証番号を設定できます。 

氏名〔          〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－4－ 

①署名用電子証明書：電子申請（e-Tax確定申告等）に使用※15歳未満は記入不要 

・英数字 6～16文字【数字(０～９)と英字(大文字「Ａ～Ｚ」）両方入れる】 

例）ＡＡＢ２Ｔ７、ＥＦＧＨ６６７８ 

      

           
 

②利用者証明用電子証明書 ：コンビニ交付、マイナポイント、マイナポータルの 

ログイン等に使用 

     
数字４桁 

③住民基本台帳事務用アプリ：住民票コードを記録。役所の手続き等に使用 

     
数字４桁 

④券面事項入力補助用アプリ：マイナンバーや住所・氏名等の確認等に使用 

     
数字４桁 

共 

通 

の 

番 

号 

可 

※暗証番号に関するご注意※ 

暗証番号を設定することにより、第三者のなりすましを防ぎます。暗証番号

はみだりに他者に教えてはいけません。登録の際は、生年月日や連番の

ような悪用されやすい番号は避けてください。 

暗証番号の入力は３回（署名用電子証明書は５回）間違えるとロックされ、

市民課での再設定が必要となります。 

 「電子証明書の更新」や「カードの券面変更」手続きの際には、暗証番号

の入力が必要です。この用紙は大切に保管してください。 
問い合わせ 八戸市市民課 住民記録グループ 

TEL４３－９５３７／FAX４６－１５１７ 


